
１ こどもまんなかの趣旨に賛同します。 

  「こどもまんなか応援サポーター」に知事とみきゃんが就任 

 

２ こどもまんなか応援サポーター宣言に基づく取組みを推進します。 

 （１） 「えひめ人口減少対策総合交付金」による県市町連携事業の実施 

 （２） 新しい「ひめボス宣言事業所認証制度」の創設 

 （３） 官民協働による紙おむつの購入支援 

 （４） 子どもの愛顔応援ファンドを活用した子育て支援 

（５） こどもファスト・トラック導入に向けた検討 

（６） 県職員の仕事と子育ての両立（男性職員の育休取得 100％等） 

 

３ こどもまんなかの取組みの発信や参加等の呼びかけを行います。 

  県の公式ＳＮＳ等で、こどもや若者を対象とした取組みに 

「＃こどもまんなかやってみた」をつけて発信 

保健福祉部生きがい推進局男女参画・子育て支援課 

（連絡先：089-912-2410） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年５月 30 日 


